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以下グ）新聞記事（日本経済新聞2021年11月5日 33面）を読み、 記享の内容をまとめた上で、 それについてのあ

なたの意見を800字以上1000字以内で述べてください。

問題用紙の裏面や余白はド密きに使用してもかまいません。

少子高齢化に1（蒋止めがかからないl·1本¢ パーソル総合研究所と中央大学V)共同調森によれば、 9 2030年時点で［国内(l)

労拗需要は労鋤供給を644万人上回ふ企業の競争力を維持するには、 多様な脚き手の能力を生かす取り組みが不可

欠だ。

人手不足解消の切り礼の 一つがシニア沼た．
C 定年延長などでシニアの労働参加を妍やせば163万人の労拗力を上戟

みできふ外国人労鋪者の受け入れ(81万人）などを上回る。

21年4月の高年齢者雁用安定法の改正で、70歳まで従業員の就業機会を確保することが努力義務となった。 日本

企業の7~8割は現在60歳定年だが、 人手確保の必要性と法規制への対応から、 多くの企業が社呉の現役期間の延長

に勁き出した，（中略）

ダイキン：I^．業は21年4月、65歳だった再屈Itlの年齢上限を70歳に引き上げた ↑ 従来も特殊な技術を持つエンジニ

アなどに限り65故超90刃祗用を認めていたが、 今後は慟き手が希望する限り70臨まで鋤けるようにした じ 大岳採用の

バプ｀
9レ期入社が50代後半にさしかかる同社，，海外事業の成長も加返するなか、将来の技術者の不足に先手を打つ r 再

脱用の拡大に伴い60歳以上の従業供の比率は21年度の7％から、30年度には16%に＿1-．5化する見通しだ J （中略） iサ

涵用者には上司と話し合って勁務日数や勁務時間を決める「個別設定型勁務」を通）、するなど、 体）Jや家族の忠情に

合わせた多様な鋤き方を認める。 各部署でのシニアと若手の迪携など、 世代1切廠合にも力を入れる n 9ンニア活用の課

朋は賃金だ" i蒻き手の現役期間が長くなれば採用抑制をしない限り総人件費は膨張する。 すべてのシニアについて、

現役時代と同じ処過を紬持するのは困難となる。調査でも61敬以上に定年を引き上げた企業の47％が、報眺は60歳

までと比べて2~5割程度下がると答えた。 一方で極端に待過が悪化すれば、 モチベーションの低下は避けられない ，9

三菱ケミカルホ ー ルディングスは22年4月、 中核事業会社の三菱ケミカルの定年を60救から65裳に引きいずる ：

これに先立ち、 能力と緑験に基づく「職能給」と成果などに基づく「｝訊務給1で栴成していた給与を、21年4月から

職務給に・し郊本化した マ （中略）

シニアとit：び、 日本企業の人材戦略のカギを握るのが女性だ， 多様化する社会に対応できる柔軟な発想を育み、 成

長力を確係するには、 女性の管理）巌や経営層を育成することが碩要だ 2

2021年のスマ ー トワ ー タ経営蒻西では言翡祉対象企業の執行役屈に占める女性の比率は平均3·5%(20年は3·1%)、

諜長相当戦（ライン）で8 • 5%（同8·4%)にとどまふ女性が1人以上、 部長困当職以上（ライン）にいる企業の

剖合は59. 5% (ILii 56. 6%)だった と （中略） 女性登用の遅れと表挺ー｛本(/)関係にあろ9)が男女の賃金格差だ， 訊

査では女性d)平均年収(45歳時点）は594 • 6万円で、 開性より約247万円(29 • 4%〉低い。女性は男性に比べ昇進

スど ー ドが遅く、給与水準が高い管理職(J)割合が低いことが影霧している c

背嵌には滅払奉公製の良時間労鋤が出世())条件となるH本の企棠文化もある。 女性でも家車や育児の負担がべきい

社只は．、 労慟時間の長さで評価されると1泊」芯産体や育体でキャリアがr1:1断されるため、 会社が男性社景に比べて

能力開発に消極的になる側面もある。 この結果「女性は男性より能力が劣王という偏児が増強される c

女性社段の状況を当半者として理解し、 人半戦略や人材紀造の決定に反映できる幹部を増やすことが、 男女の待遇

格差をなくす 一里塚だ3 （中略）欧州主要！国はすでに企業に対して•定以上の女性役貝比ボを義務付ける「クオータ制

（割当制）」を導入しており、 ノルウェ ・ー などには避反企業に対する罰則もある。 欧州追合(EU)は21年3月、 加

盟同に男女の賃金洛差を是正する法制整備を促す指令案も発表した。 企粟に格差の状況0)澗示や是正措置を求めるIAJ

容で、女性の就業閑境をさらに改善し、鋤＜慈欲を高める狙いだ。日本も女性活躍推進法が←灯定規校以上の企業に、女

性登用について数値H探を含む行動計画の策定を義務付ける C 22年4月には対象となる宙業者が拡大されるが、罰則

はなく、 対応は企業の自発性に委ねられている。

これ以上、諸外国に後れをとらないためには、女性登用に取り組む企漿への助成制度や税制優辿なども検討課湖だ

何よりも長時問労慟グ）是正など、 女性が評価されやすくなる鋤き）り改革の的総統が欠かせない e

本部分については
著作権上の制約により
掲載することができませ
ん。


